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～はじめに～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姫路市では条例及び規則で事業の実施制限や、事業者に対する一定の義務を設けています。 

姫路市内で住宅宿泊事業をしようとするときは、必ず以下を確認してください。 

 

１ 届出の前に確認することと届出までの流れ （２～３ページ） 

姫路市では、住宅宿泊事業の実施を条例により制限している区域がありますので、事前確認

が必要です。また、届出をする前に、近隣住民へ事業の実施を周知することが条例で義務付け

られています。 

このように届出の前に確認しておくことや、届出をするまでの流れについて記載しています。 

 

２ 住宅宿泊事業の届出に必要な書類 （８ページ） 

国が定めるものに加えて、姫路市で事業をする場合に必要な書類を記載しています。 

 

３ その他の法令についての注意事項 （９～１３ページ） 

食事の提供やゴミ出しなどについて記載しています。 

 

 

 

 

観光庁のホームページ内にある民泊制度ポータルサイトでは、住

宅宿泊事業に関する解説、届出方法等や、住宅宿泊事業法施行要

領（ガイドライン）、民泊制度の質問等を受け付けるコールセンタ

ーについて掲載されています。 

アドレス：https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/ 

 

 

年間１８０日を超えて宿泊事業を行

う場合は、旅館業法に基づく許可が必

要となります。 

許可を取得するには、旅館業法上の基

準に合わせるほか、以下の法令等に適合

していることが前提となります。 

 都市計画法上の用途地域 

 建築基準法 

 消防法令 

参考 民泊制度ポータルサイト 

姫路市が条例で定める民泊（住宅宿泊事業）のルール 

 

住宅に人を宿泊させる、いわゆる「民泊」を営む場合、

これまでは、旅館業法に基づく許可が必要でした。 

平成３０年度からの新しい仕組みとなる「住宅宿泊事業

法」では、住宅であることを証する書類や図面等の書類

を添付して届出を行うことで、年間で上限１８０日まで

の「民泊」（住宅宿泊事業）が可能となります。姫路市

内で事業を行うときは、以下の姫路市のルールを確認し

てください。 
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必要事項の確認              （国のルール） 

以下の事項を確認してください（詳細は、観光庁民泊制度ポータルサイト） 

 

設備要件 台所、浴室、便所、洗面設備があること 

事業可能日数 
年間で上限１８０日（泊）まで。 

ただし、条例による規制がありますので、Step.2 を確認してください。 

居住要件 

A～C のいずれかに該当すること 

Ａ）現に生活の本拠として居住している自宅 

Ｂ）入居者の募集が行われている家屋 

Ｃ）純然たる生活の本拠としては使用していない家屋（別荘や空き家であ

るが、少なくとも年１回以上使用されている必要があります） 

安全措置 

住宅の規模によって、国土交通大臣告示に基づき、安全の確保について事

業開始までに必要な措置を講じてください。 

※「民泊の安全措置の手引き」を参照。（民泊制度ポータルサイト内「住宅

宿泊事業法（関連法令・様式集）」ページに掲載されています。） 

事業者が不在と

なる場合や 

居室の数が５を

超える場合 

住宅宿泊管理業務を国の登録を受けた住宅宿泊管理業者に委託する必要

があります。 

※事業者が日中、仕事などで不在にする場合（事業者の家族が当該住宅に

いたとしても）は、不在になる場合に該当します。 

※住宅宿泊管理業者については、国土交通省近畿地方整備局 HP を参照 

住宅の登記 届出には住宅の登記事項証明書が必要です。 

賃貸物件の場合 
賃貸人等が住宅宿泊事業に使用することに承諾しているか確認してくだ

さい。 

分譲マンション

の場合 

管理規約で住宅宿泊事業を禁止する定めがないことを確認してください。 

定めがない場合、管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを確

認してください。 

 

 

制限がある区域かどうか確認（条例）  （姫路市のルール） 

姫路市では、条例により、住宅宿泊事業の実施に制限を設けています。 

事業予定地が制限を受ける区域かどうか、条例を確認してください。 

→詳細は、４ページ 

 

 

 

 

 

１ 届出の前に確認することと届出までの流れ 

Step.1 

Step.2 
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制限がある区域かどうか確認（都市計画）（姫路市のルール） 

姫路市の都市計画や都市計画関連法令においても、住宅宿泊事業の実施に制限がかか

る地区があります。姫路市 HP 内の Web マップで都市計画の状況を確認してくださ

い。 

工業専用地域、市街化調整区域、地区計画区域のいずれかに該当する場合は、住宅宿

泊事業の可否について確認を行いますので、以下の書類をご提示ください。 

① 建築物の登記事項全部証明書 

② 建築物の建築した経緯が分かるもの（建築確認通知書の写し又は建築計画概要書） 

③ ①及び②がない場合は家屋調査表記載事項証明 

④ 位置図 

 

消防法令への適合           （姫路市のルール） 

住宅宿泊事業を行おうとする住宅は、消防法令に適合している必要があり、「消防法

令適合通知書」が届出の際に必要になります。 

管轄の消防署に事前相談の上、「消防法令適合通知書」の交付申請を行ってください。 

 

近隣住民への事前周知         （姫路市のルール） 

届出をする前に、近隣住民へ事業実施の事前周知（説明会等）が必要です。 

※近隣住民とは自治会の会員である住民（分譲マンションにあっては区分所有者） 

→詳細は５ページ 

 

届出               （国・姫路市のルール） 

Step.1～5 を満たすことで、届出をすることができます。 

届出は民泊制度ポータルサイト内の民泊制度運用システムから行ってください。届出

の際に電子署名・電子証明書又は身分証明書等（印鑑登録証明書、運転免許証、写真

付きの住民基本台帳カード、パスポート等）が必要になります。 

※必要な書類は８ページ参照。 

※届出様式と届出方法は民泊制度ポータルサイトを参照。 

※民泊制度運用システムの利用方法は、操作手順書を参照。 

 

届出内容や添付書類に不備があれば、不備通知を電子メールで連絡しますので、

修正して再提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

民泊事業開始 

適切に届出されたものに対し、電子メールで届出番号が発行されます。 

届出番号等を記載した標識を、公衆の見やすいところに掲示しなければなりません。 

→標識の書式は１３ページ 

事業者が行わなければならない措置（責務）があります。 

→詳細は６～７ページ 

その他の法令も遵守して住宅宿泊事業を行ってください。 

→詳細は９～１１ページ（飲食物の提供、防火対策、廃棄物処理） 

 

  

Step.3 

Step.4 

Step.5 

Step.6 

Step.7 

届出年月日及び届出住宅所在地を姫路市保健所 HP で公開します 

国の通知により、暴力団排除条項該当性の有無について、兵庫県警察本部

に照会します。該当する場合は、住宅宿泊事業は実施できません。 
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制限がある区域について 

 

条例で制限を行う区域 

① 学校、保育所、社会教育施設等の周辺１００ｍの区域では、すべての日において、住宅宿泊事

業を行うことができません。ただし、市長が別に定める区域、期間は除きます。 

※学校、保育所、社会教育施設等とは 

□学校教育法第１条に規定する学校（大学を除く） 

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 

□児童福祉法に規定する児童福祉施設 

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養

護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童

家庭支援センター 

□姫路市が条例で規定する施設 

図書館法第２条第１項に規定する図書館、博物館法第２条第１項に規定する博物館、社会教育法第

５章に規定する公民館、姫路市体育施設条例に規定するスポーツ施設 

□姫路市長が指定する施設 

青少年の教育、育成目的とした施設（施設は姫路市の告示で指定） 

□特定認可外保育施設型認定こども園 

 

② 住居専用地域及び住居地域では、平日に住宅宿泊事業を行うことができません。土日や連休と

なる祝日には事業が可能です。 

※住居専用地域及び住居地域とは、都市計画法上の「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専

用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居

地域」をいいます。 

※土日や連休となる祝日の考え方（〇：実施可 ×：実施不可） 

Ⅰ 通常の週の場合       Ⅲ-1 土日に連続する祝日がある場合  

木 金 土 日 月  木 金(祝) 土 日 月 

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM  AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

× × × 〇 × ×  × × 〇 〇 × × 
                     

Ⅱ 火～木曜日に祝日がある場合    Ⅲ-2 土日に連続する祝日がある場合  

水 木(祝) 金 土 日  木 金 土 日 月(祝) 

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM  AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

× × × × 〇 ×  × × × 〇 〇 × 

 

③ そのほか、地域の実情に応じ、周辺住民の生活環境の悪化を防止する必要があると市長が特に

認める区域 市長が定める期間（具体的区域・期間は告示で示します） 

※市長が町家と認める住宅にあっては、制限の解除ができることがあります。条件等がありますの

で詳しくは保健所衛生課までお問い合わせください。 

制限のかからない区域 

平日休日問わず事業が可能です。 

ただし、４月１日～３月３１日の１年間において、事業実施日数の上限は１８０日です。  

Step.2

詳細 
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近隣住民への事前周知について 

 

姫路市内で住宅宿泊事業を行う場合、条例により住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をする前日まで

に近隣住民に対して、事業実施について事前周知をしなければなりません。 

 

1. 事前周知の対象者 

（１） 条例により必須となる者 

当該自治会の会員である住民全員（全世帯）。ただし、分譲マンションの場合は、区分所有

者全員。 

（２） 条例に規定されていないが、周知することが望ましい者 

届出住宅の立地状況等により、周知しておくことが適切と思われる住民 

届出住宅が他の自治会域に隣接する場合、その自治会や必要に応じた周辺住民 等 

 

2. 事前周知の内容と方法 

手順１ 住宅宿泊事業に関し、説明義務のある事項を記載した周知の実施案内を上記１の（１）及び

必要に応じて（２）にかかる者に対して配布しなければなりません。 

→様式は１４ページ 

手順２ 事前周知の実施は、以下のいずれかの方法で行わなければなりません。 

・近隣住民を対象とする説明会を実施する。 

・近隣住民に戸別に訪問して説明する（案内文等を投函するだけでなく、必ず対面で説明す

ること）。 

 

3. 留意事項 

事前周知を行ったときに、近隣住民から意見または要望を受けたときは、これらに対し、適切かつ迅

速に対応するように努めなければなりません。 

意見または要望とその対応について、以下の４の報告の時に必要であるため、記録を残してください。 

 

4. 事前周知実施状況報告 

住宅宿泊事業の届出を行うときに、近隣住民への事前周知の実施状況を記載した書面を提出しなけれ

ばなりません。 

→様式は１４・１５ページ 

 

 

 

  

Step.5

詳細 



6 

 

住宅宿泊事業者の責務 

 

法第５条 宿泊者の衛生の確保（省令 117 号、ガイドライン（法 5条関係）） 

 居室の床面積を宿泊者１人当たり３．３㎡以上確保すること 

 定期的な清掃及び換気を行うこと。 

 

法第６条 宿泊者の安全の確保（省令 65 号第 1条、ガイドライン（法 6条関係）） 

 避難経路を掲示すること。 

 平成２９年国土交通省告示第１１０９号に基づき必要な措置を講じること。 

※ 民泊制度ポータルサイトに掲載の「民泊の安全措置の手引き」を参照。 

 

法第７条 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保（省令 65 号第 2条、ガイドライン（法

7条関係）） 

外国語を用いて、以下の事項を明確にしておくこと。 

 設備の使用方法の案内 

 移動のための交通手段に関する情報 

 火災、地震その他の災害発生時の通報連絡先 

 その他、快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置 

 

法第８条 宿泊者名簿の備付け等（省令 2号第 7条、ガイドライン（法 8条関係）） 

 宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日のほか、宿泊者が外国人である場合は、そ

の国籍及び旅券番号を記載し、作成の日から 3 年間保存すること。 

 宿泊者名簿は、宿泊行為の開始までに宿泊者それぞれについて本人確認を行った上で作成するこ

とがガイドラインにより求められている。なお、その方法として、対面による方法又は対面と同

等の方法（情報通信技術を活用した画像により確認する方法）とされている。 

 

法第９条 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明（省令 2号第 8条、ガイドライ

ン（法 9条関係）） 

宿泊者に対し、次の事項について、書面の備付けその他の適切な方法により説明すること（外国人に

対しては外国語を用いて行うこと）。 

 騒音の防止のために配慮すべき事項 

 ごみの処理に関し配慮すべき事項 

 火災の防止のために配慮すべき事項 

 そのほか、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項 

 

法第１０条 苦情等への対応（ガイドライン（法 10、36 条関係）） 

 周辺住民からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速に対応すること。 

 深夜早朝問わず、宿泊者が滞在していない間も常時、対応すること。 

 注意等を行っても改善されないような場合は、退室を求める等、必要な措置を講じること。 

 住宅宿泊管理業者に管理業務を委託している場合、周辺住民からの苦情を受け、管理者が現地に

赴くまでの時間は 30 分を目安とすること（交通状況を勘案しても 60 分以内）。 
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法第１３条 標識の掲示（ガイドライン（法 13条関係）） 

 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に所定様式の標識を掲げること。 

 公衆の見やすい場所とは、例えば一戸建て住宅であれば、届出住宅の門扉、玄関等の概ね地上 1.2

～1.8ｍで、公衆が認識しやすい位置が望ましい。 

 標識は、屋外に掲示するものであるため、雨風に耐久のあるもので作成又は加工することが望ま

しい。 

 所定の様式には届出番号を記載する欄があるため、保健所から届出番号の通知があるまでは当該

標識を掲示することはできない（掲示ができない状態で営業をすることはできない）。 

 

法第１４条 姫路市長への定期報告（ガイドライン（法 14条関係）） 

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年２、４、６、８、１０、１２月の１５日までに、それぞれの

月の前二月における次に掲げる事項を姫路市長まで報告すること（基本的に民泊制度運用システムを

用いた電子報告）。 

【届出住宅に人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳】 

 

法第３条第４、５、６項 変更の届出（省令 2号第 5条） 

届け出た内容から変更があった場合や事業を廃止したときなどは、変更があった（廃止した）日から

３０日以内にその旨を姫路市長まで届出をすること（基本的に民泊制度運用システムを用いた電子申

請）。 

 

法第３６条、第４０条 住宅宿泊管理業務の実施と定期報告（省令 65 号第 21 条、ガイドライン（法 36

条、法第 40 条関係）） 

法第５条から第１０条までの規定は、住宅宿泊管理業者に準用し、管理業務の実施状況等を定期的に

住宅宿泊事業者に報告すること。 

 

業務改善命令（法第１５条） 

姫路市長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、改善に必要な措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 

業務停止命令等（法第１６条） 

姫路市長は、住宅宿泊事業に関し法令又は法第１５条の規定による命令に違反したときは、業務の全部又は一部の停止

等を命ずることができる。 

罰則規定（法第７３条） 

法第１６条の規定による命令に違反した者は、６ヶ月以下の拘禁刑若しくは１００万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する。 

指導及び公表（条例第５条、第６条） 

姫路市長は、事業の事前周知を行わなかった場合、条例の制限に反して事業を実施した場合は、必要な措置を講ずるよ

う指導することができ、指導に従わない場合は、事業者の氏名、届出住宅の所在地等を姫路市ホームページで公表するこ

とができる。 

 

※ 法：住宅宿泊事業法  省令 2 号：平成 29 年厚生労働省令・国土交通省令第 2 号  省令第 65 号：平成 29 年国土

交通省令第 65 号  省令 117 号：平成 29 年厚生労働省令第 117 号   ガイドライン：住宅宿泊事業法施行要領 
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公官署が証明する書類は、届出日前 3 ヶ月以内に発行されたものとする。 

 届出者が法人の場合 届出者が個人の場合 

国

が

法

令

で

定

め

る

必

要

書

類 

1 定款又は寄附行為 届出者が未成年であって、その法定代理人が法

人である場合は、その法人の登記事項証明書 2 登記事項証明書 

3 役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

に該当しない旨の市町村長の証明書（姫路市に本籍が

ある場合：市役所１F 証明交付センター、支所、サー

ビスセンター、オンライン申請等） 

届出者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得な

い者に該当しない旨の市町村長の証明書（左記に同

じ） 

４ 住宅の登記事項証明書 

5 入居者の募集が行われている家屋の場合、入居者募集の広告その他それを証する書類 

6 随時その所有者、賃借人又は転借人の住居の用に供されている家屋の場合、それを証する書類 

（例えば、別荘、セカンドハウス等として、少なくとも年 1 回の使用が確認できるものとし

て、電気ガス水道等の使用料が記載されたもの、また当該住宅へ出向いていることが分かるも

のとして、交通機関の領収証、周辺物販店等のレシートなど） 

7 次の事項を明示した住宅の図面 

(1) 台所、浴室、便所、洗面の位置 

(2) 住宅の間取り、出入口 

(3) 各階の別 

(4) 居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する

部分のそれぞれの床面積 

 (1)～(4)の要件が明示されていれば、手書き図面であ

っても可。 

 必要に応じて、非常用照明器具の設置場所を明示す

るなど、法第６条に基づく安全措置の実施内容が分

かる図面とすること 

8 賃借人の場合、賃貸人が住宅宿泊事業に使用する旨を承諾したことを証する書類※ 

9 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業に使用する旨を承諾したことを証する書類※ 

10 分譲マンションの場合は、管理規約の写し 

11 管理規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に住宅宿泊事業を

禁止する意志がないことを確認したことを証する書類【ガイドライン：様式Ｃ】 

12 管理業務を管理業者に委託する場合は、法第 34 条に基づき、住宅宿泊管理業者が交付した管

理委託契約に関する書面の写し 

13 欠格事項に該当しないことを誓約する書面【ガイドライン：様式 A（法人用）、様式 B（個人用）】 

姫
路
市
が
条
例
・
規
則
で
定
め
る
必
要
書
類 

14 近隣住民に対する事前周知の実施状況を記載した書面【市 第１号様式】 

事前周知の案内文を添付【市の参考様式参照】 
民泊制度運用シ
ステムによる電
子申請の際、「そ
の他の添付書類
１～５」にアップ
ロードしてくだ
さい。 
アップロードは
５つまでの書類
しかできません
ので、必要に応じ
て複数の書類を
１ファイルにま
とめてアップロ
ードしてくださ
い。 

15 届出住宅の所在地等に関する調書【市 第２号様式】 

16 届出住宅の敷地の周囲２００メートル以内の区域の現況を明らかにした図面 

17 消防法令適合通知書 

18 国土交通大臣が定める宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置が講じら

れていることを証する書類【市 第３号様式】 

19 その他市長が必要と認める書類 住民票又は個人番号カードの写し等 

（届出者が個人である場合） 

(20) その他市長が必要と認める書類 必要に応じて添付をお願いする書類があり

ます。（法人の場合、役員一覧表等） 

※ 特定書式なし。国交省の「賃貸住宅標準契約書」の転貸承諾書（例）等を参考のこと。 

ガイドラインは、民泊制度ポータルサイト参照。（民泊制度ポータルサイト内「住宅宿泊事業法（関連法令・様

式集）」ページに掲載されています。）  

２ 住宅宿泊事業の届出に必要な書類 
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（１） 届出住宅での飲食物の提供について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ その他の法令についての注意事項 

宿泊者に調理をして飲食物を提供

する場合は、 

食品衛生法に基づく飲食店営業の

許可が必要です。 

 

宿泊者自ら台所を使って調理する

場合は、飲食店営業の許可は不要

です。 
届出住宅で飲食店営業の許可を取得するには 

 宿泊者に提供する飲食物を調理する専用の台所が必要とな

ります。 

 家庭用の台所と許可を取ろうとする調理場の兼用はできま

せん。 

 食品衛生法に基づく施設基準等に適合していなければなり

ません。 

 

＜問合せ先＞ 

姫路市保健所衛生課 ☎ ０７９－2８９－１６３３（食品衛生担当） 

 

 

 

宿泊者自ら台所を使って調理する

場合は、 

飲食店営業の許可は不要です。 
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（２） 防火対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 
消防局予防課 079-223-9545   姫路東消防署 079-288-0119 
姫路西消防署 079-294-0119   飾 磨消防署 079-233-0119 
網 干消防署 079-273-0119   中 播消防署 0790-23-0119 
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（３）廃棄物の処理方法について 

 

住宅宿泊事業により届出をされた住宅の滞在者が出すごみは、住宅宿泊事業者（届出をして住宅宿泊事

業を営む者）が排出責任を有する「事業系のごみ（事業所から出るごみ）」となり、家庭ごみのごみステ

ーションには出すことはできません。 

「事業系のごみ」は、法律で「自らの責任において適正に処理する」ことが義務付けられています。 

よって、排出事業者（住宅宿泊事業者）の責任において分別のうえ、廃棄物運搬許可業者に依頼するな

ど適正に処理を行っていただきますようお願いいたします。 

住宅宿泊事業者の皆様におかれましては、地域の生活環境保持に留意し、周辺地域の住民から苦情等や

トラブルが発生しないよう、適切な対応をお願いいたします。 

 

ごみステーション等に事業系のごみを不法に投棄した場合（廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律第 16 条違反）、5年以下の懲役若しくは 1千万円（法人は 3億円）以下の罰金に処し、

またはこれを併科する。（第 25 条・第 32 条） 

 

『ごみの分別方法について』 

具 体 的 な 内 容 区  分 収 集 運 搬 処 分 

残飯、紙くず、野菜くず、コーヒーか

す、タバコの吸殻、茶殻、割り箸、使

用済みのティッシュ、紙オムツ、薬

（錠剤・カプセルなど）など 

一般廃棄物 

（事業系） 

一般廃棄物収

集運搬許可業

者に委託また

は自己搬入 

市の美化センター 

弁当容器・カップ麺容器・菓子袋・発

泡スチロールなどのプラスチック

類、缶・びん・ペットボトル、ガラス・

陶磁器類、金属類など 

産業廃棄物 

産業廃棄物収

集運搬許可業

者に委託また

は自己搬入 

産業廃棄物処分業

者 

※処理費用は、住宅宿泊事業者の負担となります。 

 

●上記の区分を踏まえて住宅宿泊事業者において、ごみの分別を行ってください。また、滞

在者に分別がわかるような表記、イラストによる表示をしてください。 

●排出されたごみを集積・保管する場所については、一般廃棄物・産業廃棄物が混ざらない

ように区分してください。 

●許可業者の情報は、姫路市のホームページ中の一般廃棄物の許可業者については、「リサ

イクル課」、産業廃棄物の許可業者については、「産業廃棄物対策課」のページでご確認く

ださい。 

 

【問合せ先】 

環境局美化部リサイクル課   ☎ ０７９－２２１－２４０４ 

環境局美化部産業廃棄物対策課 ☎ ０７９－２２１－２４０５ 
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（４） 個人情報の取り扱いについて 
 

１ 基本的な考え方 

姫路市では、住宅宿泊事業法の適正かつ円滑な運用及び住宅宿泊事業者の業務の適正な運営を確保するため

に必要な範囲で、情報を取得します。取得した情報は、本利用目的の範囲内で適切に取り扱います。 

２ 取得する情報の範囲 

住宅宿泊事業法第３条第１項の規定による届出、同法第３条第４項の規定による変更の届出、同法第３条第

６項の規定による廃棄等の届出及び同法第１４条の規定による日数等の報告のために提出された書面に記載

された情報とします。 

３ 利用目的 

（１） 取得した情報は、以下の利用目的に従い、住宅宿泊事業法に基づく事務の処理等のために利用・提供

します。 

(ア) 住宅宿泊事業法に基づく事務の処理のため。 

(イ) 住宅宿泊事業者に対する諸連絡のため。 

(ウ) 住宅宿泊事業者及び周辺住民等の関係者からの問合せ等の対応のため。 

(エ) 今後の施策立案の参考とするため。 

(オ) 住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的の範囲内で、関係行政機関（庁内関係部署、消防署、警

察等）が法令等に基づく所掌事務を処理するために必要な情報提供のため。 

(カ) 住宅宿泊事業の実施等に関する情報をホームページ等において提供を行うため。 

（２） 取得した情報は、健全な制度普及を図るため、民泊制度運営システムに登録し、観光庁に提供します。

観光庁は、取得した情報を以下の利用目的に従い利用、提供します。 

(ア) 住宅宿泊事業法第２０条の規定により、外国人観光客の宿泊に関する利便の増進を図るため、外国

人観光客に対する住宅宿泊事業の実施状況その他の住宅宿泊事業に関する情報をホームページ等

において広く提供を行うため。 

(イ) 事業者及び周辺住民等の関係者からの住宅宿泊事業に関する問合せ等に対応するため。 

(ウ) 今後の施策立案のため。 

(エ) 住宅宿泊事業等の適正な運営を確保する目的の範囲内で、関係行政機関(厚生労働省、国税庁等)が

法令等に基づく所掌事務を処理するために必要な情報提供のため。 

４ 利用範囲の制限 

（１） 取得した情報を前記３の利用目的以外には利用いたしません。 

（２） 法令に基づく場合、不正アクセス、脅迫等の違法行為があった場合及びその他の法令上、前記３の利用

目的以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供することが認められる特別な理由のある場合

はこの限りではありません。 

５ 個人情報等の取扱いの委託 

取得した個人情報等は、前記３の利用目的を達成する範囲で利用するとともに、必要な範囲で個人情報等を

事務委託先に委託することがあります。この場合、委託先に対して、委託した個人情報等が適正に取り扱われ

るように管理・監督します。 

６ 安全確保の措置 

取得した情報の漏洩、滅失又はき損の防止、その他取得した情報の適正な管理のために必要な措置を講じま

す。 

＜問合せ先＞ 

姫路市保健所衛生課 ☎ ０７９－2８９－１６３３（環境衛生担当） 
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標識について   （民泊制度ポータルサイトに電子データがあるので参照して下さい） 

 

  

 

 

 

 事業者は、事業の形態に応じて、第４号から

第６号のいずれかの標識を公衆の見やすい位置

に掲げる必要があります。 

 

 

【注意事項】 

姫路市内の施設で事業を行う場合は、

標識の「○○県知事」が「姫路市長」とな

ります。 

 

住宅宿泊事業者の生活の本拠となる住宅と、届

出住宅が同一の建物内若しくは敷地内にあるな

どで、住宅宿泊管理業務を自ら行う場合 

 

家主居住型となるが、家主が隣接地等 

に居住しているもの 

住宅宿泊管理業務を自ら行う場合 

家主居住型 

住宅宿泊管理業務を委託する場合 

家主不在型 
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参考様式（規則第５条関係） 

年  月  日 

 

住宅宿泊事業について近隣住民事前説明会等の開催のお知らせ 

○○各位 

 

以下の住宅において、住宅宿泊事業法に基づく事業（いわゆる民泊）を予定しています。ついては、以下のとおり事前周

知を行います。 

 

○月○日○時～ ○○○にて説明会を行いますので、ご参加のほどお願いします。 

事前説明会に参加ができない方で、ご意見等がありましたら、○月○日までに文書にてご提示下さい。 

○月○日～○月○日にかけて、○時頃から戸別訪問にて説明を行いますので、よろしくお願いします。 

訪問時にご不在の方で、ご意見等がありましたら、○月○日までに文書にてご提示下さい。 

 

住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏

名、住所及び連絡先 

（法人である場合はその代表者氏名） 

 

未成年者である場合は、その法定代

理人の氏名、住所及び連絡先 
 

住宅宿泊事業の用に供する住宅の 

所在地 
 

騒音の防止のために配慮すべき事項 
（法第 9条第 1項関係 ガイドラインを参考に記載すること） 

 

ごみの処理に関し配慮すべき事項 
（法第 9条第 1項関係 ガイドラインを参考に記載すること） 

 

火災の防止のために配慮すべき事項 
（法第 9条第 1項関係 ガイドラインを参考に記載すること） 

 

住宅宿泊事業の開始予定年月日  

事業実施期間  

宿泊者の本人確認方法  

苦情及び問合せの連絡先  

住宅宿泊管理業務を委託する場合は、

住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏

名及び連絡先 

 

以上に掲げる事項に変更があった場

合の周知方法 
 

その他  
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第１号様式（条例第３条関係） 

年  月  日 

 

近隣住民事前周知報告書 

（あて先）姫路市保健所長 

届出者 住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

                        

    氏名（法人にあっては名称及び代表者名） 

                        

  ☎ （     ）    ― 

届出住宅の所在地 

 

姫路市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例第２条第１項の規定により、住宅宿泊事業を営

むことについて近隣住民に事前周知を行いましたので報告します。 

自治会又

は管理組

合等 

名 称  

代 表 者  

代表者連絡先  

世 帯 数  

近隣住民

への周知

状況 

事前書面配布日  

事前書面配布数  

説
明
会 

開 催 日  

実施場所  

参加者数  

戸
別
訪
問 

訪 問 日  

訪問戸数  

周 知 内 容 

□ 事前に配布した書面（第２号様式）を添付 

（当該書面と説明時の内容が異なる場合は、別に修正したものを添付） 

□ 第２号様式に記載した以外のことについて、追加で説明を行った場

合は、その内容を記載した書面を添付 

近隣住民の 

理解状況 
 

近隣住民からの意

見又は要望の内容 
 

上記意見又は要望

への対応内容 
 

※ その他説明会等で使用した資料等、参考となる書面があれば添付すること。 
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第２号様式（規則第６条第１号関係） 

年  月  日 

 

届出住宅の所在地等に関する調書 

（あて先）姫路市保健所長 

届出者 住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

                        

    氏名（法人にあっては名称及び代表者名） 

                        

  ☎ （     ）    ― 

届出住宅の所在地 

 

事

業

制

限

の

有

無 

条例第４条第１項 

による制限区域 

該当の 

有無 

制限緩和

の有無 
地域、施設等の名称 指導状況 

第１号 有・無 有・無  

□ 指導（ ／ ） 

第２号 有・無 有・無  

□ 指導（ ／ ） 

第３号 有・無 有・無  

□ 指導（ ／ ） 

そ

の

他 

井水使用の有無 有・無  □ 指導（ ／ ） 

有の場合、飲用可能であるための措置等を記載 

 

 

食事提供の有無 有・無  □ 指導（ ／ ） 

有の場合、食事の提供範囲と飲食店営業の許可

取得（申請）状況を記載 

 

管理業務委託の有無 有・無 
 □ 指導（ ／ ） 

有の場合、管理業務従事者の配置場所（住所）

及び届出住宅までの移動方法及び所要時間を記

載 

 

※ 太枠部分を記載し、該当しない箇所は斜線を引くこと。 
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様式第３号（規則第６条第４号関係） 

年  月  日 

住宅宿泊事業の安全措置に関するチェックリスト 

（宛先）姫路市保健所長 

届出者 住所（法人にあっては主たる事務所の所在地） 

                        

    氏名（法人にあっては名称及び代表者名） 

                        

  ☎ （     ）    ― 

届出住宅の所在地 

住宅宿泊事業法第６条の規定に基づき、国土交通大臣が定める宿泊者の安全の確保を図るために必要

な措置が講じられていることを、次のとおり確認しました。 

届
出
住
宅
の
条
件
等 

建て方について 規模等について A-1 A-2 B-1 B-2 

A) 一戸建ての住宅、長屋 
1) 家主同居※1 で宿泊室の床面積５０㎡以下 □    

2) 上記以外  □   

B) 共同住宅、寄宿舎 
1) 家主同居※1 で宿泊室の床面積５０㎡以下   □  

2) 上記以外    □ 

上記の条件による分類に応じて、下記の安全措置（①～⑦）をチェック 

安 

全 

の 

措 

置 

告示第一（非常用照明器具） 

① 非常用照明器具が設置されている  □  □ 

告示第二第一号（防火の区画等） 

② 
複数グループが複数の宿泊室に宿泊しない  □  □ 

複数グループが複数の部屋室に宿泊する場合、防火の区画又は警報設備等が設置されている   □  □ 

告示第二第二号イ 

③ 
２階以上の各階における宿泊室の床面積の合計が１００㎡以下 □ □  

上記以外の場合で、当該階から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段を設けている  □ □  

告示第二第二号ロ 

④ 

宿泊者使用部分の床面積の合計が２００㎡未満 □ □  

上記以外の場合で、届出住宅が主要構造部を耐火構造又は準耐火構造等とした建築物である □ □  

上記以外の場合で、宿泊者使用部分の居室及び当該居室から地上に通ずる部分の内装仕上げが、  

建築基準法施行令第１２８条の５第１項に規定されているとおりに不燃化されている  
□ □  

告示第二第二号ハ 

⑤ 

各階における宿泊者使用部分の床面積の合計が２００㎡（地下の階にあっては１００㎡）以下 □ □  

上記以外の場合で、３室以下の専用の廊下である（対象階：     ） □ □  

上記以外の場合で、階の廊下（３室以下の専用のものを除く）の幅が、両側に居室がある廊下 

にあっては 1.6ｍ以上、その他の廊下にあっては 1.2ｍ以上である（対象階：    ）  
□ □  

告示第二第二号ニ 

⑥ 
２階における宿泊者使用部分の床面積の合計が３００㎡未満 □ □  

上記以外の場合で、届出住宅が耐火建築物又は準耐火建築物である □ □  

告示第二第二号ホ 

⑦ 

(1)宿泊者使用部分が３階以上の階に設けられていない □ □  

(2)届出住宅の延べ面積が２００ｍ２未満であり、かつ、宿泊者利用部分が３階に設けられてい

る場合で、警報設備を設け、竪穴部分と竪穴部分以外の部分とを間仕切壁等で区画している  
□ □  

上記(1)(2)以外の場合で、届出住宅が耐火建築物である □ □  

※１ 届出住宅に家主が居住しており、不在（法第１１条第１項第２号の一時的なものは除く。）とならない場合 


